
○
決
算
委
員
会

・
決
算
そ
の
他
（
六
件
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
考
欄
記
載
事
項
は
本
院
に
つ
い
て
の
も
の

件
　
　
　
　
　
名

提
出
月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会
付
託　

委
員
会
議
決　

本
会
議
議
決

　　
　
　
　
　

　

委
員
会
付
託

　
委
員
会
議
決

　
本
会
議
議
決

　　
　

　　

平
成
二
年
度
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
、
平
成
二
年
度
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
平

成
二
年
度
国
税
収
納
金
整
理

資
金
受
払
計
算
書
、
平
成
二

年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

四
、

　
一
、
二
四

　
（
第
百
二
十
三
回
国
会
）

五
、

　
八
、
五

五
、

　
八
、
二
六

是
認
し
な

い
と
議
決

五
、

　
八
、
二
七

是
認
し
な

い
と
議
決

五
、

　
八
、
一
二

継
続
審
査

第
百
二
十
三
回
国
会

　
　
未
　
　
　　

了

第
百
二
十
四
回
国
会

第
百
二
十
五
回
国
会

　
　
継
　
　
　　

続

第
百
二
十
六
回
国
会

　
　
未
　
　
　　

了

平
成
二
年
度
国
有
財
産
増

減
及
び
現
在
額
総
計
算
書

　
一
、
二
四

（
第
百
二
十
三
回
国
会
）　
　

八
、
　
五

　
八
、
二
六

是
認
し
な

い
と
議
決

　
八
、
二
七

是
認
し
な

い
と
議
決

八
、
一
二

継
続
審
査

平
成
二
年
度
国
有
財
産
無
償

貸
付
状
況
総
計
算
書

　
一
、
二
四

（
第
百
二
十
三
回
国
会
）　
　
　

八
、
五
　

　
八
、
二
六

是
認
し
な

い
と
議
決

　
八
、
二
七

是
認
し
な

い
と
議
決

八
、
一
二

継
続
審
査

平
成
三
年
度
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
、
平
成
三
年

度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
、
平
成
三
年
度
国
税
収

納
金
整
理
資
金
受
払
計
算

書
、
平
成
三
年
度
政
府
関

係
機
関
決
算
書

五
、

　
一
、
二
二

　
（
第
百
二
十
六
回
国
会
）

八
、
　
五

継
続
審
査

八
、
一
二

継
続
審
査

第
百
二
十
六
回
国
会

　
　
大
蔵
大
臣
報
告

　
　
未
　
　
　
了



件
　
　
　
　
　
　
名

提
出
月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

平
成
三
年
度
国
有
財
産
増

減
及
び
現
在
額
総
計
算
書

五
、

　
一
、
二
二

　
（
第
百
二
十
六
回
国
会
）

五
、

　
八
、
　
五

継
続
審
査

五
、

　
八
、
一
二

継
続
審
査

第
百
二
十
六
回
国
会

　
　
未
　
　
　
　
了

平
成
三
年
度
国
有
財
産

無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
一
、
二
二

（
第
百
二
十
六
回
国
会
）

八

、
　
　
五

継
続
審
査

八
、
一
二

継
続
審
査



平
成
二
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
平
成
二
年
度
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
、
平
成
二
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
平
成

二
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
（
第
百
二
十
三
回
国
会
提
出
）

平
成
二
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
百
二
十
三
回

国
会
提
出
）

平
成
二
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
百
二
十
三
回
国

会
提
出
）

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
平
成
二
年
度
決
算
外
二
件
に
つ
き
ま
し

て
、
決
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　
平
成
二
年
度
決
算
は
、
平
成
四
年
一
月
二
十
四
日
に
提
出
さ
れ
、
同
年
六

月
十
七
日
委
員
会
に
付
託
と
な
り
、
ま
た
、
国
有
財
産
関
係
二
件
は
、
同
年

一
月
二
十
四
日
に
提
出
さ
れ
、
同
日
委
員
会
に
付
託
と
な
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
会
が
議
決
し
た
予
算
及
び
関
係
法
律
が
適

正
、
か
つ
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
あ
わ
せ
て
政
府

施
策
の
全
般
に
つ
い
て
、
広
く
国
民
的
視
野
か
ら
実
績
批
判
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
、
将
来
の
予
算
策
定
及
び
そ
の
執
行
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

の
観
点
に
立
ち
、
審
査
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　
全
体
で
十
一
回
に
及
ん
だ
委
員
会
質
疑
で
は
、
決
算
否
認
と
内
閣
の
責

任
、
決
算
の
早
期
提
出
、
会
計
検
査
院
の
検
査
体
制
の
充
実
強
化
、
最
近
の

税
収
動
向
と
景
気
対
策
、
国
保
財
政
調
整
交
付
金
の
不
適
正
な
受
給
、
公
共

工
事
の
契
約
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
湾
岸
平
和
基
金
か
ら
の
財
務
報
告
の
遅

れ
、
佐
川
急
便
グ
ル
ー
プ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
等
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ

ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
従
来
、
決
算
の
議
決
方
式
は
、
第
一
に
「
決
算
の
是
認
」
、
第
二
に
「
内

閣
に
対
す
る
警
告
」
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
前
国
会
の
理
事
会
に
お
き

ま
し
て
、
決
算
を
是
認
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
審
査
に
あ
ら

わ
れ
た
政
府
の
財
政
運
営
等
の
問
題
点
を
警
告
と
し
て
議
決
す
べ
き
で
あ
る

と
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
決
算
を
是
認
し
な
い
と
き
に

は
警
告
は
行
わ
な
い
と
の
従
来
の
扱
い
を
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
反
対

意
見
が
示
さ
れ
、
今
回
も
「
警
告
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
各
会
派
の
意
見
が

一
致
せ
ず
、
決
算
を
是
認
す
る
か
否
か
の
議
決
の
み
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
な
お
、
警
告
の
取
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
も
引
き
続
き
協
議
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主

連
合
を
代
表
し
て
中
尾
委
員
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
木
庭
委

員
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
直
嶋
委
員
、
日
本
共
産

党
を
代
表
し
て
高
崎
理
事
、
民
主
改
革
連
合
を
代
表
し
て
井
上
委
員
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
、
是
認
す
る
こ
と
に
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
自
由
民



主
党
を
代
表
し
て
鈴
木
理
事
よ
り
、
是
認
す
る
こ
と
に
賛
成
の
意
見
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
平
成
二
年
度
決
算
外
二
件
を
順
次
採
決
に
付
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
三
件
は
、
い
ず
れ
も
賛
成
少
数
を
も
っ
て
是
認
す
べ
き
も

の
で
な
い
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
が
、
衆
議
院
の
解
散
に
伴
い
、
本
会
議
に

お
い
て
議
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
審
議
未
了
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
前
国
会
ま
で
の
経
過
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
三
件
は
、
今
国
会
に
お
い
て
改
め
て
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
が
、
従
来
の
慣
例
に
従
い
、
こ
れ
ま
で
の
審
査
の
経
過
を
認
め
る
こ
と
と

し
、
採
決
の
み
行
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
平
成
二
年
度
決
算
外
二
件
を
順
次
採
決
に
付

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
前
国
会
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
三
件
は
、
い
ず
れ
も
賛
成

少
数
を
も
っ
て
是
認
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


